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新TDnetにおける開示項目の調査（4月28日通知分）への回答のお願いについて 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、重要な会社情報の適時かつ適切な開示にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当取引所では、平成20年 4月 28日に、「新TDnetにおける開示項目の調査」（情

報取扱責任者宛通知 名証自規Ｇ第 10号をご参照ください。）をご依頼申し上げていると

ころです。この調査は、新TDnet（※１）において、各社が決算短信・四半期決算短信につ

いてXBRL形式で支障なく開示を行うために必要なものです（本調査にご回答いただけない

場合、新 TDnetにおいて、決算短信・四半期決算短信の開示が、適切に行えないことも考

えられます。）。 

したがいまして、まだ回答をご提出いただいていない場合には、誠にご多忙中とは存じ

ますが、関連通知（情報取扱責任者宛通知 名証自規Ｇ第10号）をご確認いただき、平成

20年5月23日（金）までに、必ずご回答いただきますようお願い申し上げます（※２）。 

当取引所では、今後とも TDnetの機能改善に向けた取組みを進めてまいりたいと考えて

おります。上場会社各位におかれましては、当取引所の諸施策にご理解を賜りますととも

に、今後一層のご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

※１ 平成20年7月稼働予定の新TDnetでは、決算短信(四半期決算短信を含みます)のXBRL

形式での提出が原則必要となる予定です。 

※２ 当案内は、すべての上場会社に送付しております。既にご回答いただいている場合は、

重ねてご回答いただく必要はございません。 
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